
登録番号（4）78

（令和5年3月）03－5388－3362

押し入れの天井を外して、屋根裏に入ります。

仕上げを壊さないようにコンセントカバー
を外して、合板の厚みを確認します。

床下から壁内部の筋かい等の仕様の確認
をするとともに、腐朽箇所の有無を調べます。

※ 写真は、登録耐震診断事務所「（有）前田総合建築設計」及び「グランデータ（株）」提供
　大地震時に、自分自身や家族の命を守るためには、地震に対して自分の家が安全かどうか、
是非、耐震診断によって確認しましょう。そして、診断の結果によっては耐震改修をしましょう。
　個々の住宅を地震に対して強い建物にすることが、まち全体の安全につながります。

　阪神・淡路大震災では、地震による直接的な原因での死者数は約5,500人で、そのうちの
約8割もの人が古い基準で造られた昭和56年以前の木造住宅や維持管理の悪い木造住宅の倒
壊等による圧死であったとされています。

東京都は、都民の皆さんが安心して耐震診断を実施できるよう、一定の要件を満
たす耐震診断事務所を登録・公表しています。
なお、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく制度ではありません。

都心南部直下 280
20.7

8.2



登録番号（4）78

（令和5年3月）03－5388－3362

押し入れの天井を外して、屋根裏に入ります。

仕上げを壊さないようにコンセントカバー
を外して、合板の厚みを確認します。

床下から壁内部の筋かい等の仕様の確認
をするとともに、腐朽箇所の有無を調べます。

※ 写真は、登録耐震診断事務所「（有）前田総合建築設計」及び「グランデータ（株）」提供
　大地震時に、自分自身や家族の命を守るためには、地震に対して自分の家が安全かどうか、
是非、耐震診断によって確認しましょう。そして、診断の結果によっては耐震改修をしましょう。
　個々の住宅を地震に対して強い建物にすることが、まち全体の安全につながります。

　阪神・淡路大震災では、地震による直接的な原因での死者数は約5,500人で、そのうちの
約8割もの人が古い基準で造られた昭和56年以前の木造住宅や維持管理の悪い木造住宅の倒
壊等による圧死であったとされています。

東京都は、都民の皆さんが安心して耐震診断を実施できるよう、一定の要件を満
たす耐震診断事務所を登録・公表しています。
なお、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく制度ではありません。

都心南部直下 280
20.7

8.2



（令和５年２月１日現在）463社

本制度で登録・公表している「耐震診断技術者（建築士）」は、「建築物の耐震
改修の促進に関する法律」に基づく登録資格者講習を受講した耐震診断資格者と
は異なります。
本制度は、平成 18 年度から東京都が実施しているものです。

御注意ください！

①建築士事務所登録されている建築士事務所に所属する建築士は、指定登録機関（※）が実施する耐震診断講
習会を受講します。
②指定登録機関は、耐震診断講習会を受講した建築士を耐震診断技術者として登録します。
③耐震診断技術者が所属する建築士事務所は、指定登録機関の指示事項に従って、耐震診断業務マニュアル
を作成し、指定登録機関に耐震診断事務所の登録を申請します。
④指定登録機関での審査後、登録判定委員会において登録の可否を判定し、登録することとした建築士事務
所に対し、耐震診断事務所登録証を交付します。
⑤東京都は、指定登録機関からの報告に基づいて、耐震診断事務所の登録情報を都民に公表
　します。
最新の登録耐震診断事務所の一覧はWEB上で公表しています。
URL：https://www.taishin.metro.tokyo.lg.jp/tokyo/topic02_02.html　　　

耐震診断方法の選定

　耐震診断とは既存建物（昭和56年以前に建てられたもの）が大地震の揺れに対して倒壊
しないかどうかを見極めるための調査です。
　つまり、古い構造基準で設計されていて十分な耐震性能を保有していないと想定される既
存建物に対して、現行の耐震基準によりその耐震性を再評価することをいいます。
　耐震診断の基準は、一般的には「木造住宅の耐震診断と補強方法」（一般財団法人日本建築
防災協会）が広く利用されています。
　写真１：「木造住宅の耐震診断と補強方法」
　専門家による耐震診断を実施してもらう
前に、各自治体の窓口（HPから見ることも
できます。）に「誰でもできるわが家の耐震診
断」という耐震診断問診表が用意してあり
ますので、是非、御自分でやってみてくださ
い。
　写真２：「誰でもできるわが家の耐震診断」
（一般財団法人日本建築防災協会）

【写真1】
「木造住宅の耐震診断と補強方法」
（一般財団法人日本建築防災協会）

【写真2】
「誰でもできるわが家の耐震診断」
（一般財団法人日本建築防災協会）

　耐震診断の費用は、建設の設計図の有無や建物の形状又は築年数
により異なりますが、おおむね右のとおりです。

。

設計図書の有無の確認
違法建築の有無の確認
耐震診断の要否の判断

助成制度
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